
資料１－３

新たな国土形成計画（全国計画 ）における

北陸圏 ・中部圏の広域連携に係る位置付け

平成２７年８月１ ４日閣議決定 国土形成計画（全国計画）

第３部 計画の効果的推進及び広域地方計画の策定・推進

第２章 広域地方計画の策定・推進

第２節 広域地方計画の基本的考え方

（２）広域ブロック間の連携及び相互調整

各広域ブロッ クにおける取組に加えて 、ブロ ッ ク相互やブロ ッ クの境界にまたが

る複数都道府県等の間での連携及び相互調整を進める必要がある。

特に 、北陸 ・中部の両圏域及び中国 ・四国の両圏域については 、交通基盤整備

の 進 展 等 に よ り 日 本 海 か ら 太 平 洋 に わ た る 地 域 の 一 体 感 が 強 ま り つ つ あ る と と も

に 、 国 際 観 光 ル ー ト の 構 築 を 始 め 、 産 業 、 物 流 、 防 災 、 瀬 戸 内 海 に お け る 国 土 の

保 全 、 管 理 の 一 体 的 推 進 等 の 共 通 の 課 題 を 有 し て い る こ と か ら 、 引 き 続 き 、 日 本

海から太平洋にわたる発展の全体構想等について合同して検討することが求めら

れる。また 、首都圏のうち北関東３県と隣接する福島県及び新潟県の磐越２県は、

これまでもブロックを超える広域連携の取組を通じて、交通基盤整備の進展等を活

か し た 地 域 の 自 立 的 発 展 を 推 進 し て い る 地 域 で あ る こ と か ら 、 引 き 続 き 分 科 会 の

活用等により当該地域の特性に応じた発展構想等を描くことが求められる。

(以下、省略 )

全国計画を基本として策定する全国８ブロック毎の地域戦略
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（平成27年度中に策定予定）

（北海道、沖縄県は、それぞれ北海道総合開発計画
及び沖縄振興計画を策定）
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